
広 報 か い づ か 令和7年4月(9)　人材募集・相談

貝
塚
病
院
職
員

◆
正
職
員

薬
剤
師　

２
人

対
象　

平
成
２
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、
薬
剤
師
免
許
を

取
得
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
来

年
春
に
薬
剤
師
免
許
を
取
得
す

る
見
込
み
の
方

試
験
内
容　

１
次：

５
月
10
日

(

土)

口
頭
試
問
、
２
次：

５
月

24
日(

土)

個
人
面
接
試
験

申
込
期
限　

４
月
30
日(

水)

採
用
日　

薬
剤
師
免
許
既
取
得

者：

合
格
決
定
日
の
翌
々
月
１

日
、
来
年
春
に
薬
剤
師
免
許
取

得
見
込
者：

令
和
８
年
４
月
１

日看
護
師　

５
人
程
度

対
象　

平
成
２
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
、
看
護
師
免
許
を

取
得
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
令

和
８
年
春
に
看
護
師
免
許
を
取

得
す
る
見
込
み
の
方

試
験
日　

①
１
次：

５
月
10
日

(

土)

、
２
次：

５
月
24
日(

土)

②
１
次：

６
月
７
日(

土)

、
２

次：

６
月
21
日(

土)

③
１
次：

７
月
５
日(

土)

、
２
次：

７
月

19
日(

土)

試
験
内
容　

１
次：

口
頭
試
問

２
次：

個
人
面
接
試
験

申
込
期
限　

６
月
30
日(

月)

採
用
日　

令
和
８
年
４
月
１
日

◆
会
計
年
度
任
用
職
員

治
験
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー（
Ｃ

Ｒ
Ｃ
）　
１
人

人
材
募
集

ホームページ ホームページ

ホームページ

対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る

方①
昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た

②
薬
剤
師
免
許
・
看
護
師
免

許
・
臨
床
検
査
技
師
免
許
の
い

ず
れ
か
を
取
得
し
て
い
る

③
治
験
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

(

Ｃ
Ｒ
Ｃ)

と
し
て
の
業
務
経
験

が
３
年
以
上
あ
る

試
験
日　

申
込
受
付
後
、
２
週

間
以
内
に
決
定

試
験
内
容　

個
人
面
接
試
験

締
切　

12
月
26

日(
金)

採
用
日　

合
格

決
定
日
の
翌
々

月
１
日

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
病
院

総
務
課
☎
０
７
２
・
４
３
８
・

５
５
０
１

日
本
語
指
導
通
訳
支
援
員

　

日
本
語
指
導

が

必

要

な

児

童
・
生
徒
の
学

習
面
や
生
活
面

の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
す
。

対
象　

中
国
語
・
ベ
ト
ナ
ム
語

の
通
訳
が
で
き
る
方

内
容　

１
回
２
～
３
時
間
程
度

の
通
訳

申
込
・
問
合
せ
先　

学
校
教
育

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
１

１
３

上
下
水
道
事
業

経
営
審
議
会
委
員

　

審
議
会
は
、
学
識
経
験
者
や

市
民
な
ど
で
構
成
し
、
上
下
水

道
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
審

議
・
調
査
な
ど
を
行
い
ま
す
。

任
期　

委
嘱
後
２
年
間

開
催
日
時(

原
則
平
日)

　

年
５

回
・
２
時
間
程
度

対
象　

４
月
１
日
現
在
、
市
内

に
在
住
し
、
住
民
登
録
が
あ
る

18
歳
以
上
の
方(

他
の
審
議
会

な
ど
の
委
員
・
市
議
会
議
員
・

市
職
員
は
除
く)

応
募
定
員　

２
人

報
酬　

８
０
０
０
円(

日
額)

応
募
方
法　

用
紙(

※)

に
住

所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番

号
・
経
歴
・
応
募
理
由
・
上
下

水
道
に
つ
い
て
の
意
見
を
記
入

し
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル
・

郵
送
・
持
参
で

※
書
式
は
自
由
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

締
切　

４
月
30
日(

水)

必
着

応
募
・
問
合
せ
先　

〒
５
９
７

‐
８
５
８
５
畠
中
１
‐
17
‐
１

上
下
水
道
総
務
課
☎
０
７
２
・

４
３
３
・
７
１
４
３
、
FAX
０
７

２
・
４
３
３
・
７
１
８
３
、

メ
ー
ルsuidosomu@city.kai

zuka.lg.jp

総
合
計
画
審
議
会
委
員

　

市
の
将
来
を
一
緒
に
考
え
ま

せ
ん
か
？

　

総
合
計
画
審
議
会
委
員
を
公

募
し
ま
す
。
委
員
は
、
応
募
者

の
中
か
ら
選
考
の
上
決
定
し
ま

す
。

任
期　

令
和
７
年
５
月
～
８
年

９
月

開
催
日
時(
原
則
平
日)

５
回
程
度
・
１
回
２
時
間

対
象　

４
月
１
日
現
在
、
市
内

在
住
で
必
ず
会
議
に
出
席
で
き

る
次
の
方

若
年
世
代：

18
歳
以
上
40
歳
未

満
、
一
般
世
代：

40
歳
以
上

応
募
定
員　

各
世
代
１
人
程
度

報
酬　

８
０
０
０
円(

日
額)

応
募
方
法　

所
定
の
応
募
用
紙

(

※)

に
記
入
し
、
メ
ー
ル
・
郵

送
・
持
参
で

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。
窓
口
で
も
配

付
し
ま
す
。

締
切　

４
月
30
日(

水)

必
着

応
募
・
問
合
せ
先　

〒
５
９
７

‐
８
５
８
５
畠
中
１
‐
17
‐
１

政
策
推
進
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
４
０
、
メ
ー
ル

seisaku@city.kaizuka.lg.j
p

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
の
夜
間
相
談

日
時　

４
月
25
日(

金)

、
５
月

26
日(

月)

、
６
月
25
日(

水)

午

後
５
時
30
分
～
８
時

内
容　

国
民
健

康
保
険
の
加

入
・
脱
退
の
届

出
、
国
民
健
康

保
険
料
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
相

談
な
ど

相 

談

日曜特設一般相談は第１・３日曜に予約制で実施【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午、午後１時～
４時30分☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談
コーナー

市民相談
コーナー

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター
☎422-7523

魅力づくり推進課
☎433-7232

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

教育相談(要予約)

総合生活相談

人権相談

子どもに関する相談

進路選択支援相談
(奨学金など)

母子・父子相談

市民相談室

☎433-7085

☎433-7086

子ども福祉課☎433-7021

①医療福祉相談(要予約)

②各種相談(要予約)

・がん・薬事・栄養

・医療安全・禁煙

上記の時間などは、申込時にご確認

ください。

③認定看護師による総合看護相談

平日午前９時～正午(予約不要)

午前９時～午後５時

木曜10時・11時・14時・15時

午前９時～午後５時15分

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

人権擁護委員による相談は、第３金曜午後１時30分
～３時30分：岸和田市立男女共同参画センター
第４水曜午後１時～４時：市人権政策課

ハート交流館☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～５時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜
午前９時15分～午後４時45分

☎0120-222-674
教育相談

教育相談室
☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課
☎433-7160

子ども相談センター☎433-7022

人権政策課

第１～４木曜、午後１時～４時
30分(２週間前から要予約)

★土･日･祝日は休み。相談は無料です●各種相談一覧●

大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口

ネットハーモニー

インターネット上の誹謗中傷やトラブルに関する相談窓口です。
　●インターネット上で人権を侵害された
　●差別と思われる表現がある
　●誹謗中傷が書き込まれた
　●相談先がわからなくて困っている
相談はLINEやメールでもできます。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
対象　府内に在住・在勤(学)の方やその親族など
相談方法
①LINE・電話　月～土曜、午後４時～10時
　　　　　　　第２日曜、午後１時～６時
②メール・ファックス・手紙　随時
③面接・弁護士など専門家への無料相談　LINE・電話などで要予約
送付・問合せ先　〒552-0001　大阪市港区波除４-１-37　HRCビル
８階　(一財)大阪府人権協会ネットハーモニー
☎06－6760－4013、Fax06－6760－4014

ホームページ

相談
無料 秘密

厳守

場
所
・
問
合
せ
先　

保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
０
／
７
２
７
１

 

税
理
士
無
料
相
談
会

日
時　

４
月
18
日(

金)

、
５
月

２
日(

金)

午
後
１
時
～
４
時

場
所　

貝
塚
市
役
所
１
階
市
民

相
談
コ
ー
ナ
ー

予
約
・
問
合
せ
先　

近
畿
税
理

士
会
岸
和
田
支
部
☎
０
７
２
・

４
３
６
・
０
５
６
７

行
政
書
士
の
相
続
・
遺
言

無
料
相
談
会

日
時　

４
月
22
日(

火)

午
後
１

時
～
４
時

場
所　

貝
塚
市
役
所
１
階
市
民

相
談
コ
ー
ナ
ー

予
約
・
問
合
せ
先　

大
阪
府
行

政
書
士
会
泉
州
支
部
☎
０
７

２
・
４
５
７
・
９
１
８
６


